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0・・・提出必要

口・・・常勤役員等を補佐する者がある場合は第フ号の2を追加

△“・変更がない場合は省略可
区

分

1 甲 請 崎 チ エツクツ ー

収入印紙、又は登 |

日第6号
登記されていないこ( 役員等〈注4)及び令3条使用人

全量り土Ωが必要

『

躍F耳万y一「 ||‐・||■.1●・ ●:11.1■ ‐‐・

法 I輌可可
「

~~

:更 )〈 注 2
書 :…

………………

類 圏再百事
~~~

役員等の住所、生
`

:月 日の調

FTFT丁
0 0 0 O 0 ○(A)

下記①、②のいずれか一つ(申請時の直前のもの)

Э健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る領収証書
②健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)

O O 0 0 O ○1悔 )

L__
下記①、②のいずれか一つ(申請時の直前のもの)

①労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び保険料納入に係る領収済通知書
②雇用保険料納入証明書等 (原本)

,の )く注7商業登記簿謄本 (申罰

△ △ △

17号の3
1個 人事業者

9号

15～

合は第18・

l第 20号の2

○ O 0 0
△ △ △管

lα〉j

O→ R2

△ △Vl l営 業所C

は申請受付後90日 (補正期間除く)】

可要件を満たすか十分確認の上で申請してください。

く注1〉 個人事業者であっても、常勤役員等(経管等)については記載する。「役員等」とは、従来からの役員に加え、相談役及び顧間(非常勤を含む)、

総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を含む。

く注2〉 業種追加・般特新規申請時は業種の追加に関係する専任技術者のみ記載(添付)。 ※その場合も、全体の専任技術者一覧は社内にて整理し把握

しておいてください。(状況によつて、追加提出を求める場合あり)

〈注3〉 業種追加・般特新規申請時は業種の追加に関係する業種のみ提出。

〈注4〉 申請前3ヶ月以内に発行されたもの。願間、相談役、段慮工左壼総株主の議決権の100分 の5以上を有する株主については、提出不要。

く注5〉 常勤役員等(経管等)は作成不要。顧間、相談役、役農ェム埜総株主の議決権の100分の5以上を有する株主については、賞罰の記載及び署名押印は不要。

く注6〉 役員等が令3条使用人を兼ねている場合は省略可。(ただし、様式第12号は職名を「取締役兼OO支店長」などとすること)

く注7〉 既に3ヶ月以内のものが提出されている場合は、内容に変更がない場合のみ写し可。(余 白に「令和0年0月 0日 変更属出時に提出」などと記載)

く注8〉 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年 法律

第25号 )第 24条 に規定する有価証券報告書の提出会社にあつては、有価証券報告書の写しの提出をもつて附属明細表の提出に代えることができます。

① 資本金の額が1億円超であるもの
② 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
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許可を受けた場合、届出事項ごとに必ず提出してください。

届出時期 2週間以内 30日 以内
4ヶ 月
以内
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本
金
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役員等の変更
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と
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（
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替
者
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（
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当
業
種
変
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所
属
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業
所

の
変
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名
変

更

新
設

　

〈
注
１

〉

所
在

地

の
変

更

名
称

の
変
更

営
業
業
種

の
追
加

営
業
業

種
の
削
除

　

・１

１

営
業

所

の
廃

止

‥

〓

追

加

削

除
氏
名

・
役
職

一
部

全

部

法
定
書
類

常勤役員等(経管等)証明書(7号 )

常勤役員等(経管等)の略歴書 (別紙 )

専技証明書(3号 ) 0 0 ◇ 0
合格証・実務経験証明書等 ▲ ◇
変更届出書 (22号の2第 1面 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O

0 O 0 O
届出書 (22号の3) 0
誓約書(6号 ) 0 ◇
登記されてないことの証明書 〈注4〉 C ▲ ◇

身分証明書 く注
`〉

0 ▲ ◇ O
令3使用人の調書(13号 )く 注5〉 C
役員等の調書 (12号 ) 0

商業登記簿謄本 ■ ■ ■ ■ ■ △

出 ) 1

饉業届(23号 )

変更届出書 (別紙3)

工事経歴書 (2号 )

直前3年工事施工金額(3号 〉

貸借対照表

損益計算書・完成工事原価報告書

資本変動計算書

注記表

附属明細書

事業報告書

1)

令3-覧表(11号 )

使用人数(4号 )

定款

(7号 の 3)

確
認
資
料

（
☆

）

経

管

常勤性 く,■■

経験 0
専

技

常勤性 、■Ⅲ 0 0 0 ◇ 0
経験 〈注7〉 O C ◇ O

保

険

健康保険・厚生年金
=:

¥

雇用保険 ~●
江 ※

営業所の写真

○…提出必要           藤…既に提出している場合には省略可         △…記載事項に変更がなければ省略可

※…変更がない場合には省略可   ‐|…営業所の移転に伴つて専技に変更があつた場合に必要理…登記がある場合のみ、提出必要

☆…総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等に変更がある場合に必要

〈注1)同時に専任技術者及び令3条使用人の追加についての届出も必要
〈注2)複数業種を担当していた専任技術者が一部の業種のみ担当しなくなる場合、専任技術者証明書 (担当業種の変更)も必要
く注3)「営業所の廃止」の場合は、「専任技術者の削除」とセットで届出が必要
く注4〉 すでに役員となつている者が令3条使用人となる場合、また令3条使用人が役員となる場合1よ、届出書備考に記載することで省略可。

(『役員→令3条使用人」などと記載)

く注5)役員が令3使用人となったような場合は、様式第12号の職名を「取締役兼00支店長」などと変更し提出
く注6)当該事業者への所属、通勤uCLためg≧賜1豊』[u自闘 Rコ霞目:週L≦E」」国:康保盤劇護:=日配笙塁1ガL。 また、氏名の表記のみ変更の場合は、

氏名変更が確認できる書類等の提出が必要。詳細は、『確認資料について」参照。

〈注7〉 実務経験及び指導監督的実務経験の申請の場合のみ提出必要

〈注8〉 人数のみの変更は除く(人数のみの変更は決算報告時に併せて提出)

☆_旦壁議1墜:避 :主_1コ:慶:狙』i▲室1墜i註:墨工確畷燿劉豊」二⊇上ココ空」塾貌照)`墨必豆整期慧1∠互盤崖立上L
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(3ヶ 月前日
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分
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0畢見畿(承織認爾詐講:こ必要な書類)

請

区

貪必 ず 記 載 し添 付 I HP嗜夢1簑 )

)5
:式第 22号 (

腱渡〈もしくは分割、1

尋へ届出届出書 (譲渡等に ` 1)(※ )

(※ ) シ 届ヽ出様 式第 22号 (

様式第 22号《 6

別紙三 (※ 浜

明 書登 記 され ていない 役員等く注2)及び令3条
使用人r退

`2ム

の力魚4至

の証明書常勤役員等及び 1

ra

0 0 O 0
・―■■■■■●=,■

■
=■
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O 0 0 0

※承継日から2週間以内に提出

(3)

証 等

役 員 寺 の 任 助 、■

書 く注 4:1日 の

[て1)1

△

損益計算書・完月

ム ゝ

※合併により新設された法人及び新設分割
により設立された法人等については、承継
日に財務要件を満たすことを承継日以後す
みやかに確認

第15～
17号の3

※個人事業者の場合
は第 18・ 19号 附属明細表1,It=

※合併により新設された法人及び新設分割
により設立された法人については、承継日
から30日 以内に提出

O 0 0 0 ※新設分割の場合は、分割計画書
譲渡・合併・分割契約書の写し(※ )

(合併の場合)合併比率説明書を追加
(分割の場合)分割比率説明書を追加

法
定
書
類

※7号の3に添付し 出三金  ―■:= it■
:出.1.

確
認
資
料

（
■

） 営 業 所 (

囲
回
一

標準処理期間は90日 (補正除く)】

事前にご相談ください

く注1〉 個人事業者であっても、常勤役員等(経管等)については記載する。「役員等」とは、従来からの役員に加え、相談役及び顧問(非常勤を含む〉、総株主
の議決権の100分の5以上を有する株主等を含む。

く注2〉 申請前3ヶ月以内に発行されたもの。顧間、相談役、盤且工左壼総株主の議決権の100分 の5以上を有する株主については、提出不要。
〈注3〉 常勤役員等(経管等)は作成しない。顧間、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主については、賞罰の記載及び署名押印は不要。
〈注4〉 役員等が令3条使用人を兼ねている場合は省路可。(ただし、様式第12号は職名を「取締役兼00支店長」などとすること)

〈注5〉 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号 )第24条

に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができます。
① 資本金の額が1億円超であるもの
② 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの

(注 6〉譲渡、合併、分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
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0・・・提出必要
□・・・該当するいづれか提出必要
△・・・合併、分割により新設される法人以外は申請時に必要
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